
 

 

安城市と碧海信用金庫との連携・協力に関する包括協定 

 

 安城市と碧海信用金庫（以下「両者」という。）は、相互が連携して、持続可能な地

域社会の構築に向けた取組を推進するため、以下のとおり連携・協力に関する包括協

定（以下「本協定」という。）を締結する。 

 

（目的） 

第１条 本協定は、両者がパートナーシップをさらに強化し、ＳＤＧｓの達成に資す 

る取組を実施することなどにより、地域の産業の振興を図り、市民が将来にわたり

「健やか」で「幸せ」を実感できるまちづくりに貢献することを目的とする。 

 

（連携事項） 

第２条 両者は、前条の目的を達成するため、法令に反しない範囲で、下記の項目に

ついて連携し協力するよう努めるものとする。 

（１）市民の健康増進に関すること。 

（２）ＳＤＧｓの普及促進に関すること。 

（３）地域の安全・安心に関すること。 

（４）地域産業の振興・地産地消に関すること。 

（５）子育て支援・青少年の健全育成に関すること。 

（６）地域の環境に関すること。 

（７）情報発信、市民サービスの向上に関すること。 

 

（秘密保持） 

第３条 両者は、連携事項の実施により知り得た相手方の非公表情報を、第三者に開

示又は漏洩してはならない。ただし、事前に相手方の承諾を得た場合及び弁護士等

の外部専門家、公的機関等に対して必要な範囲で開示する場合は、この限りではな

い。また、両者は、第１条に規定する目的以外に相手方の非公表情報を使用しては

ならないものとする。ただし、次の各号の一に該当する情報は、非公表情報に含ま

れないものとする。 

 （１）相手方から提供を受けた時点で既に公知となっていた情報 

 （２）相手方から提供を受けた時点で既に保有していた情報、又は相手方から提供

を受けた後にその情報を開示する正当な権限を有する第三者から入手した

情報 

 （３）相手方から提供を受けた後、提供を受けた情報によらず独自に取得した情報 

 （４）法令により開示を求められた情報 

２ 両者は、本協定終了後も、前項による秘密保持の義務を負うものとする。 

 

（期間） 

第４条 本協定の有効期間は締結日より１年間とする。ただし、本協定の有効期間が

満了する１か月前までに、両者いずれからも書面により特段の申出を行わないとき

は、有効期間が満了する日の翌日から１年間本協定は更新され、その後も同様とす

る。 

 

（協定の変更および解除） 

第５条 本協定の履行に関して特別の事情が生じた場合は、両者協議の上、本協定を

変更し、または解除できるものとする。 

 

（その他） 

第６条 本協定に定めのない事項又は本協定に定める事項に関して疑義等が生じた

場合は、両者協議の上定めるものとする。 

 

 本協定の締結を証するため、本書２通を作成し、両者記名の上、各自その１通を保

有するものとする。 
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